
区分の名称 Ａ地区（近隣商業地域） Ｂ地区（準工業地域） Ｃ地区 （準工業地域） Ｄ地区（第二種住居地域） Ｅ地区（第一種住居地域） Ｆ地区（近隣商業地域）
区分の面積 約 0.7 ha 約 2.2 ha 約 5.4 ha 約 0.2 ha 約 6.8 ha 約 1.0 ha

平成 31年２月 25日
寝屋川市告示第78号

建築物の高さ(地盤面からの高さによる。)は、20メートルを超えてはならない。ただ
し、階段室、昇降機塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積
の合計が当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合においては、その部分の高さは
５メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、道路に面する部分にあっては、１メートル以上、その他の部分は50センチメートル以上でなければならない。ただし、複数の道路に面する場
合は、一の道路のみ１メートル以上とする。(道路隅切りは除く)

⑴ 法別表第二(い)項第一号で定めるも
ののうち１戸あたり住戸専有面積が65
平方メートル未満の長屋住宅
⑵ 法別表第二(い)項第三号で定めるも
ののうち、寄宿舎又は下宿、１戸あた
り住戸専有面積が65平方メートル未満
の共同住宅
⑶ 法別表第二(に)項第四号で定めるも
ののうちラブホテル(寝屋川市ラブホテ
ル建築規制条例(昭和61年３月28日寝屋
川市条例第17号)第二条第二号に定める
ラブホテル)
⑷ 法別表第二(に)項第六号で定めるも
の(床面積の合計が15平方メートルを超
える畜舎)ただし、動物病院及びペット
ショップの用途に供するものを除く
⑸ 法別表第二(ほ)項第二号で定めるも
の(マージャン屋、ぱちんこ屋、射的
場、勝馬投票券発売所、場外車券売場
その他これらに類するもの)ただし、風
俗営業等の規制及び業務の適正化等に
関する法律第二条第一項第５号で定め
るものを除く
⑹ 法別表第二(へ)項第五号で定めるも
のその他これらに類するもの(倉庫業を
営む倉庫その他これらに類する倉庫)
⑺ 法別表第二(り)項で定めるもの(工
場、キャバレーなど)ただし、工場のう
ち、製造及び修繕、加工の用途に供す
る工場以外のものを除く

⑴ 法別表第二(い)項第一
号で定めるもののうち１戸
あたり住戸専有面積が65平
方メートル未満の長屋住宅
⑵ 法別表第二(い)項第三
号で定めるもののうち、寄
宿舎又は下宿、１戸あたり
住戸専有面積が65平方メー
トル未満の共同住宅
⑶ 法別表第二(に)項第一
号から第六号で定めるもの
(工場、ボーリング場、ス
ケート場、水泳場、ホテル
又は旅館、自動車教習場、
畜舎等)ただし、動物病院
及びペットショップの用途
に供する畜舎を除く
⑷ 法別表第二(へ)項第五
号で定めるものその他これ
らに類するもの(倉庫業を
営む倉庫その他これらに類
する倉庫)

⑴ 法別表第二(い)項第一号
で定めるもののうち１戸あ
たり住戸専有面積が65平方
メートル未満の長屋住宅
⑵ 法別表第二(い)項第三号
で定めるもののうち、寄宿
舎又は下宿、１戸あたり住
戸専有面積が65平方メート
ル未満の共同住宅
⑶ 法別表第二(に)項第四号
で定めるもののうちラブホ
テル(寝屋川市ラブホテル建
築規制条例(昭和61年３月28
日寝屋川市条例第17号)第二
条第二号に定めるラブホテ
ル)
⑷ 法別表第二(に)項第六号
で定めるもの(床面積の合計
が15平方メートルを超える
畜舎)ただし、動物病院及び
ペットショップの用途に供
するものを除く
⑸ 法別表第二(ほ)項第二号
から第四号で定めるもの
⑹ 法別表第二(へ)項第五号
で定めるものに類するもの
(倉庫業を営む倉庫に類する
倉庫)

建築物等の
整備の方針

１　商業・業務複合地区
　商業・業務・サービス施設や住宅の立地を図り、調和と魅力、賑わいある街並みを形成するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限等について定める。
２　複合住宅地区
　商業業務施設や住宅等の複合的な立地を図り、魅力ある街並みを形成するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限等について定める。

建築物の敷地面積の最低限度は120平方メートルとする。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定による仮換地の指定若しくは同法による換地処分により、土地の面積が120平方メートル未満となった場合におい
て、当該土地が建築物の敷地として従前と同様に使用されるとき、又は当該土地の全部を一の建築物の敷地として使用するときは、この限りでない。

次の各号に掲げる建築物は
建築してはならない。

次の各号に掲げる建築物は
建築してはならない。

建築物の
敷地面積の最低限度

次の各号に掲げる建築物は建築しては
ならない。

名　　　称

　緑にあふれ潤いのある良好な環境を形成するため、敷地内の緑化と建築物等の緑化(屋上緑化等)に努める。

位　　　置

緑化の方針

　寝屋南地区　地区計画

　当地区は、寝屋川市の東部、JR学研都市線「星田駅」より西約１ｋｍに位置し、都市計画道路大阪枚方京都線(第二京阪道路)とそのアクセス道路である都市計画道路寝屋線等の広域交通網を活用できるポテンシャルの高い地区である。
　このため、土地区画整理事業による都市計画道路、区画道路及び公園、緑地などの基盤整備を活かした緑豊かで健全な市街地を形成し、広域交通網を利用した商業・流通業務等が複合的に立地する魅力ある都市拠点の創出を図る。

　寝屋川市宇谷町、寝屋南一丁目、寝屋南二丁目　地内

　地区計画の目標を実現するため当地区を区分し、それぞれ次の方針により調和のとれた土地利用を誘導する。また、土地の有効利用を図るため、敷地の共同利用化を促進する。
１　商業・業務複合地区
　新市街地にふさわしい商業・サービス施設及び流通業務機能並びに住宅等が立地する土地利用を図る。
２　複合住宅地区
　幹線道路沿道を活かした商業業務施設や住宅等が立地する複合的な土地利用を図る。

地区施設の
整備の方針

　地区内の交通の安全性と利便性を高めるため、都市計画道路大阪枚方京都線(第二京阪道路)と都市計画道路池田秦線(主要地方道枚方交野寝屋川線)を連絡させ、地区内ネットワークを形成する都市計画道路寝屋線を整備する。
　また、地区内の施設配置に整合した区画道路や公園・緑地などの公共施設を整備し、これらの維持・保全を図る。

緑地などのオープンスペースを極力確保するとともに、みどりの大阪推進計画に基づいた趣旨を尊重するよう建築物の敷地等における緑化に努めるものとする。道路沿いの緑化の推進
かき又はさくの構造の制限

次の各号に掲げる建築物は建築してはなら
ない。

次の各号に掲げる建築物は建築しては
ならない。

次の各号に掲げる建築物は
建築してはならない。

複　　合　　住　　宅　　地　　区

⑴ 法別表第二(い)項第一
号で定めるもののうち１戸
あたり住戸専有面積が65平
方メートル未満の長屋住宅
⑵ 法別表第二(い)項第三
号で定めるもののうち、寄
宿舎又は下宿、１戸あたり
住戸専有面積が65平方メー
トル未満の共同住宅
⑶ 法別表第二(に)項第四
号で定めるもののうちラブ
ホテル(寝屋川市ラブホテ
ル建築規制条例(昭和61年
３月28日寝屋川市条例第17
号)第二条第二号に定める
ラブホテル)
⑷ 法別表第二(に)項第六
号で定めるもの(床面積の
合計が15平方メートルを超
える畜舎)ただし、動物病
院及びペットショップの用
途に供するものを除く
⑸ 法別表第二(ほ)項第二
号から第四号で定めるもの
⑹ 法別表第二(へ)項第五
号で定めるものに類するも
の(倉庫業を営む倉庫に類
する倉庫)

寝屋南地区地区計画区域内における建築物等の建築制限

G地区（第二種住居地域）
約 0.3 ha
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面　　　積

次の各号に掲げる建築物は
建築してはならない。

建築物の用途の制限

　約 22.9 ｈa

地区計画の目標

土地利用の方針

商　　業　　・　　業　　務　　複　　合　　地　　区

地
区
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備
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画

建
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物
に
関
す
る
事
項

地区の区分

地区の名称

⑴ 法別表第二(い)項第一号で定めるもの
(住宅)
⑵ 法別表第二(い)項第二号で定めるもの
(兼用住宅)
⑶ 法別表第二(い)項第三号で定めるもの
(共同住宅、寄宿舎又は下宿)
⑷ 法別表第二(い)項第六号で定めるもの
(老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホー
ム等)
⑸ 法別表第二(に)項第四号で定めるものの
うちラブホテル(寝屋川市ラブホテル建築規
制条例(昭和61年３月28日寝屋川市条例第17
号)第二条第二号に定めるラブホテル)
⑹ 法別表第二(に)項第六号で定めるもの
(床面積の合計が15平方メートルを超える畜
舎)ただし、動物病院及びペットショップの
用途に供するものを除く
⑺ 法別表第二(ほ)項第二号で定めるもの
(マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬
投票券発売所、場外車券売場その他これら
に類するもの)ただし、風俗営業等の規制及
び業務の適正化等に関する法律第二条第一
項第５号で定めるものを除く
⑻ 法別表第二(り)項で定めるもの(工場、
キャバレーなど)ただし、工場のうち、製造
及び修繕、加工の用途に供する工場以外の
ものを除く
⑼ 法別表第二(へ)項第五号で定めるものそ
の他これらに類するもの(倉庫業を営む倉庫
その他これらに類する倉庫)

道路に面するかき又はさくの構造は、防音対策が必要な場合を除き、生垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、宅地地盤面より60センチメートル以下の腰積みを併設することを妨げない。

⑴ 法別表第二(い)項第一号で定める
もの(住宅)
⑵ 法別表第二(い)項第二号で定める
もの(兼用住宅)
⑶ 法別表第二(い)項第三号で定める
もの(共同住宅、寄宿舎又は下宿)
⑷ 法別表第二(い)項第六号で定める
もの(老人ホーム、保育所、身体障害
者福祉ホーム等)
⑸ 法別表第二(に)項第四号で定める
もののうちラブホテル(寝屋川市ラブ
ホテル建築規制条例(昭和61年３月28
日寝屋川市条例第17号)第二条第二号
に定めるラブホテル)
⑹ 法別表第二(に)項第六号で定める
もの(床面積の合計が15平方メートル
を超える畜舎)ただし、動物病院及び
ペットショップの用途に供するものを
除く
⑺ 法別表第二(ほ)項第二号で定める
もの(マージャン屋、ぱちんこ屋、射
的場、勝馬投票券発売所、場外車券売
場その他これらに類するもの)ただ
し、風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律第二条第一項第５号
で定めるものを除く
⑻ 法別表第二(へ)項第五号で定める
ものその他これらに類するもの(倉庫
業を営む倉庫その他これらに類する倉
庫)

⑴ 法別表第二(い)項第一
号で定めるもののうち１戸
あたり住戸専有面積が65平
方メートル未満の長屋住宅
⑵ 法別表第二(い)項第三
号で定めるもののうち、寄
宿舎又は下宿、１戸あたり
住戸専有面積が65平方メー
トル未満の共同住宅
⑶ 法別表第二(い)項第七
号で定めるもの(公衆浴場)
⑷ 法別表第二(に)項第ニ
号から第五号で定めるもの
(工場、ボーリング場、ス
ケート場、水泳場、ホテル
又は旅館、自動車教習場
等)
⑸ 法別表第二(に)項第六
号で定めるもの(床面積の
合計が15平方メートルを超
える畜舎)ただし、動物病
院及びペットショップの用
途に供するものを除く
⑹ 法別表第二(へ)項第五
号で定めるものに類するも
の(倉庫業を営む倉庫に類
する倉庫)

建築物等の
高さの最高限度


